
 

 京都市上下水道局マイクロフィルム文書取扱規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和５年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第７号 

   京都市上下水道局マイクロフィルム文書取扱規程の一部を改正する規程 

 京都市上下水道局マイクロフィルム文書取扱規程の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（検収） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 文書管理責任者は、前項の確認及び検

査の結果、マスターフィルム文書が撮影

証明書のとおり原文書を撮影しているこ

とを確認し、及び当該マスターフィルム

文書の撮影状態が良好であると認めたと

きは、当該マスターフィルム文書の撮影

指示書に、確認した旨及び撮影状態が良

好である旨を記載したうえ、当該マスタ

ーフィルム文書を収納しなければならな

い。 

４・５ （略） 

（マスターフィルム文書台帳） 

第９条 （略） 

２ 文書管理責任者は、第６条第２項（同

条第５項及び次条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定による確認及び

検査並びに同条及び第１０条の規定によ

る検査を行ったときは、当該確認及び検

査の結果をマスターフィルム文書台帳に

（検収） 

第６条 （略） 

２ （略） 

３ 文書管理責任者は、前項の確認及び検

査の結果、マスターフィルム文書が撮影

証明書のとおり原文書を撮影しているこ

とを確認し、及び当該マスターフィルム

文書の撮影状態が良好であると認めたと

きは、当該マスターフィルム文書を収納

するものとする。 

 

 

 

４・５ （略） 

（マスターフィルム文書台帳） 

第９条 （略） 

２ 文書管理責任者は、第６条第２項（同

条第５項並びに第１１条第２項及び第３

項において準用する場合を含む。）の規

定による確認及び検査並びに次条の規定

による検査を行ったときは、当該確認及

び検査の結果をマスターフィルム文書台



 

記録しなければならない。 

（検査） 

第１０条 （略） 

２ 文書管理責任者は、前項の検査の結

果、マスターフィルム文書の保存状態が

不良であると認めたときは、その原因を

除去し、又は不良なマスターフィルム文

書に係る原文書の再撮影を行わなければ

ならない。 

３ 第５条及び第６条の規定は、前項の規

定による再撮影について準用する。 

 

第１１条 文書管理責任者は、マスターフ

ィルム文書について、毎年、適当な数量

を無作為抽出してその保存状態を検査す

るものとする。 

 

 

 

 

 

２ 文書管理責任者は、前項の検査の結

果、マスターフィルム文書の保存状態を

不良と認めたときは、その原因を除去し

なければならない。 

３ 第１項の検査は、前条第１項の検査と

併せて行うことを妨げない。 

 

 

 

帳に記録しなければならない。 

（検査） 

第１０条 （略） 

２ 文書管理責任者は、マスターフィルム

文書について、毎年、適当な数量を無作

為抽出してその保存状態を検査するもの

とする。 

 

 

３ 前項の検査は、第１項の検査と併せて

行うことを妨げない。 

（原因の除去又は再撮影等） 

第１１条 文書管理責任者は、前条の検査

の結果、マスターフィルム文書の保存状

態が不良であると認めたときは、その原

因を除去し、又は不良なマスターフィル

ム文書に係る原文書の再撮影若しくは不

良なマスターフィルム文書を用いて良好

なマスターフィルム文書の作成（以下

「再作成」という。）を行わなければな

らない。 

２ 第５条及び第６条の規定は、前項の規

定による再撮影について準用する。 

 

 

３ 第６条第２項から第５項までの規定

（検査に係るものに限る。）は、第１項

の規定による再作成について準用する。

この場合において、同条第５項中「前条

及び第１項から第３項まで」とあるの



 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（原文書の廃棄） 

第１３条 文書管理責任者は、歴史的公文

書以外の原文書については、第１０条第

２項の規定により再撮影を行う場合を除

き、これを廃棄するものとする。 

（複製の作成及び依頼） 

第１６条 （略） 

２ 総務課長は、マスターフィルム文書に

活用フィルム文書作成依頼書（第５号様

式）を添えて、撮影受託者に対し、その

複製の作成を依頼しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、「第２項及び第３項」と読み替える

ものとする。 

４ 第１項の規定により再作成を行う場

合、総務課長は、不良なマスターフィル

ム文書に活用フィルム文書作成・マスタ

ーフィルム文書再作成依頼書（第５号様

式）を添えて、撮影受託者に対し、その

再作成を依頼しなければならない。 

（原文書の廃棄） 

第１３条 文書管理責任者は、歴史的公文

書以外の原文書については、第１１条第

１項の規定により再撮影を行う場合を除

き、これを廃棄するものとする。 

（複製の作成及び依頼） 

第１６条 （略） 

２ 総務課長は、マスターフィルム文書に

活用フィルム文書作成・マスターフィル

ム文書再作成依頼書（第５号様式）を添

えて、撮影受託者に対し、その複製の作

成を依頼しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５号様式（第１１条及び第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、管理者が認めるものに限り、当分の間、これを使用するこ

とができる。 

（上下水道局総務部総務課） 


